
2015年８月３日

各    位

（開示事項の経過）持分法適用関連会社（株式会社いちまる）の株式譲渡に関するお知らせ

マックスバリュ北海道株式会社（以下、「当社」といいます。）は、2015年８月３日開催の取締役会

において、当社の持分法適用関連会社である株式会社いちまる（以下、「いちまる」といいます。）の

当社が所有する全株式（発行済株式数の40.5%）を株式会社いちまる生鮮センターに譲渡することを決

議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．株式譲渡の理由

当社は、2015年５月25日付「当社による株式会社いちまるのスーパーマーケット事業の承継に関す

る基本合意書締結に関するお知らせ」において、いちまるのスーパーマーケット事業を当社が承継（以

下、「本件事業承継」といいます。）することに係る基本合意書を締結することについて公表しました

が、本件事業承継に伴い、いちまるの株式を当社が保有する必要性がなくなったことから、株式を譲

渡することとなりました。

２．いちまるの概要

（１）名 称 株式会社いちまる

（２）代 表 者 代表取締役社長 加藤祐功

（３）本社所在地 北海道帯広市西５条南34丁目12番地

（３）設立年月日 1955年11月

（４）資 本 の 額 3億95百万円

（５）事業の内容 スーパーマーケット事業

（６）最近事業年度における業績 営業収益96億64百万円（2015年２月期）

（７）大株主及び持株比率 マックスバリュ北海道株式会社40.5%、株式会社いちまるカ

ンパニー23.5%、加藤祐功19.8%

３．株式譲渡日

2015年９月30日

４．株式譲渡先の概要

（１）商 号 株式会社いちまる生鮮センター

（２）本社所在地 北海道帯広市西５条南34丁目12番地

（３）代 表 者 代表取締役社長 加藤祐功

（４）設立年月日 2013年２月

（５）資 本 の 額 ８百万円

（６）事業の内容 食品製造事業

（７）大株主及び持株比率 加藤祐功62.5%

野原俊雄37.5%

５．業績に与える影響

本件株式譲渡による2016年２月期の当社業績に与える影響は軽微であります。

以上

会社名 マックスバリュ北海道株式会社

代表者名 代表取締役社長 出戸 信成

     （コード：７４６５ ＪＡＳＤＡＱ）

問合せ先 取締役経営管理本部長 石岡 忠雄

（℡. 011-631-5192）


